
資料 ２－１

第四次宮崎県環境基本計画の一部改定について

環 境 森 林 課

１ 計画改定の趣旨

令和３年３月の「第四次宮崎県環境基本計画」（以下「県計画」という。）策定以降、

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「地球温暖化対策推進法」という。）の改

正（令和３年６月公布）や地球温暖化対策計画の改定（令和３年１０月）など、脱炭素

化に向けた国の動きが加速し、県計画の一部の内容が国の方針と整合しない状態となっ

ている。

国においては、地球温暖化対策推進法の施行（令和４年４月１日）に伴い、改正事項

について自治体における円滑な運用を図るため、省令やマニュアルが令和４年４月１日

付けで整備されたところである。

法改正の内容や省令・マニュアル等を踏まえ、ゼロカーボン社会の実現に向けて効果

的な施策の展開を図るため、国の動きを反映した内容に県計画の一部を改定する。

２ 国の動きと県計画改定の概要

（１）温室効果ガス排出削減目標について

国の動き 県計画の改定内容

2030年度の温室効果ガス排出削減 2030年度の温室効果ガス排出削減目標が

目標を2013年度比26％削減から46％ 2013年度比26%削減となっているため、国

削減へ見直した。 の目標を参考に見直しを行う。

それに伴い、地球温暖化対策計画 部門別の削減目標は設定していないた

に示す部門別の削減目標も見直した。 め、産業、業務、家庭、運輸等の部門別の

削減目標を新たに設定する。

※ 地球温暖化対策計画の改定については資料２－２のとおり。

（２）再生可能エネルギーの導入目標について

国の動き 県計画の改定内容

地球温暖化対策推進法の改正により、地域の再生 再エネの利用促進につい

可能エネルギーの導入を促進するため、都道府県は、 て、再エネ導入容量目標を

地方公共団体実行計画（区域施策編）に、施策の実 再エネ種別ごとに新たに設

施に関する目標を定めることが義務づけられた。 定する。

※ 法改正の概要については資料２－３のとおり。
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３ 計画の位置づけ

今回の一部改定により、本計画の一部を「宮崎県再生可能エネルギー等導入推進計画」

としても位置づけることとする。

４ 計画改定の進め方

（１）宮崎県環境審議会への諮問

宮崎県環境基本条例第９条第３項の規定に基づき、計画の審議を宮崎県環境審議会

に諮問した（令和４年１月３１日）。

今後は、改定内容の詳細について審議会で審議する。

（２）宮崎県再生可能エネルギー等導入推進連絡会からの意見聴取

今回の改定においては、再生可能エネルギーの導入について専門家の意見を聴取す

る必要があるため、宮崎県再生可能エネルギー等導入推進計画の進捗管理や施策への

提言・助言等を行うため設置した「宮崎県再生可能エネルギー等導入推進連絡会」に、

再生可能エネルギーに関連する事項について意見を求める。

（３）県民の参画

県民の意見等を反映させるため、パブリックコメントの実施により広く県民の意見

を聴取し、計画への反映に努める。

（４）県議会への報告・議決

「宮崎県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例」に基づき、改定作業の進

捗に応じて、適宜県議会に報告するとともに、計画については、県議会の議決を経て

決定される。

５ 審議会のスケジュール

令和４年 １月 環境審議会（計画改定の諮問）

８月 環境審議会（計画改定の趣旨報告）

11月 環境審議会（計画案の審議）

令和５年 ２月 環境審議会（計画最終案の審議、答申）

６ 事務局

計画策定にかかる連絡調整などの事務は、環境森林課で処理する。
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地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
改
定
に
つ
い
て

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
に
基
づ
く政
府
の
総
合
計
画
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収
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績
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％
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ット
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携
で
20
30
年
度
ま
で
の
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で
１
億
t-
CO

2程
度
の
国
際
的
な
排
出
削
減
・

吸
収
量
を
目
指
す
。我
が
国
とし
て
獲
得
した
クレ
ジ
ット
を我
が
国
の
ND
C達
成
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た
め

に
適
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カウ
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す
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。
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カ
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ボ
ン
ニ
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ラ
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0年
度

46
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削
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目
標
※
等
の
実
現
に
向
け
、計
画
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定
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※
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国
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、2
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い
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0％
の
高
み
に
向
け
、挑
戦
を続
け
て
い
く。

1

資
料
２
－
２

（
出
典
：
環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
e
n
v
.
g
o
.
j
p
/
e
a
r
t
h
/
o
n
d
a
n
k
a
/
k
e
i
k
a
k
u
/
2
1
1
0
2
2
.
h
t
m
l
)
 

- 3 -

130015
四角形



1

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
の
一
部
改
正
（
20
21
年
5月
成
立
）

•パ
リ協

定
に

定
め

る
目

標
及

び
20

50
年

カー
ボ

ンニ
ュー

トラ
ル

宣
言

を
基
本
理
念
とし
て
位
置
付
け

。
•政

策
の

方
向

性
や

継
続

性
を

明
確

に
示

す
こと

で
、あ
ら
ゆ
る
主
体
（
国
民
、地
方
公
共
団
体
、事
業
者

等
）
に
対
し予
見
可
能
性
を
与
え
、取
組
や
イ
ノベ
ー
シ
ョン
を
促
進

。

①
パ
リ協
定
・2

05
0年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュー
ト
ラ
ル
宣
言
を
踏
ま
え
た
基
本
理
念
の
新
設

主
な
改
正
点
とそ
の
ポ
イ
ン
ト

•地
方

公
共

団
体

実
行

計
画

に
、施
策
の
実
施
に
関
す
る
目
標
を
追
加

す
る

とと
も

に
、市

町
村

は
、地
域
の

再
エ
ネ
を
活
用
し
た
脱
炭
素
化
を
促
進
す
る
事
業
（
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
）
に
係
る
促
進
区
域
や

環
境
配
慮
、地
域
貢
献
に
関
す
る
方
針
等
を
定
め
る
よ
う努
め
る

こと
とす

る
。

•市
町

村
か

ら認
定

を
受

け
た
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
計
画

に
記

載
され

た
事

業
に

つ
い

て
は

、関
係
法
令

の
手
続
ワ
ン
ス
ト
ップ
化
等
の
特
例

を
受

け
られ

る
。こ

れ
に

よ
り、

地
域

に
お

け
る

円
滑

な
合

意
形

成
を

図
り、

その
地

域
の

課
題

解
決

に
も

貢
献

す
る
地
域
の
再
エ
ネ
を
活
用
した
脱
炭
素
化
の
取
組
を
推
進

。

②
地
域
の
再
エ
ネ
を
活
用
した
脱
炭
素
化
を
促
進
す
る
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
・認
定
制
度
の
創
設

•企
業

の
排

出
量

に
係

る
算
定
報
告
公
表
制
度

に
つ

い
て

、電
子
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
報
告
を
原
則
化

す
る

とと
も

に
、開

示
請

求
の

手
続

な
しで

公
表

され
る

仕
組

み
とす

る
。

•地
域

地
球

温
暖

化
防

止
活

動
推

進
セ

ンタ
ー

の
事

務
とし

て
、事
業
者
向
け
の
啓
発
･広
報
活
動
を
追
加

。
•企

業
の

排
出

量
等

情
報

の
よ

り迅
速

か
つ

透
明

性
の

高
い

形
で

の
見
え
る
化
を
実
現

す
る

とと
も

に
、地

域
企

業
を

支
援

し、
我
が
国
企
業
の
一
層
の
取
組
を
促
進

。

③
脱
炭
素
経
営
の
促
進
に
向
け
た
企
業
の
排
出
量
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
・オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
の
推
進
等

■
 
■

■
資
料
２
－
３

■
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2

１
．
都
道
府
県
の
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
制
度
の
拡
充

(1
)
都
道
府
県
は
、地
方
公
共
団
体
実
行
計
画

に
お

い
て

、そ
の

区
域

の
自

然
的

社
会

的
条

件
に

応
じた

再
エ

ネ
利

用
促

進
等

の
施

策
に

関
す

る
事

項
に

加
え

て
、施
策
の
実
施
に
関
す
る
目
標
を
定
め
る

こと
とす

る
（

第
21

条
第

３
項

）
。

（
施

策
の

カテ
ゴ

リ：
①

再
エネ

の
利

用
促

進
、②

事
業

者
・住

民
の

削
減

活
動

促
進

、③
地

域
環

境
の

整
備

、④
循

環
型

社
会

の
形

成
）

(2
)
都
道
府
県
は
、地
方
公
共
団
体
実
行
計
画

に
お

い
て

、地
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じた
環
境
の
保
全
に
配
慮

し、
省

令
で

定
め

る
とこ

ろ
に

よ
り、

市
町

村
が

定
め

る
促
進
区
域
の
設
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

こと
が

で
き

る
（

第
21

条
第

６
項

及
び

第
７

項
）

。

改
正
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
の
概
要
地
域
の
脱
炭
素
化
に
つ
い
て
（
１
）

2．
市
町
村
の
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
制
度
の
拡
充

(1
)
指
定
都
市
・中
核
市
・特
例
市
は
、地
方
公
共
団
体
実
行
計
画

に
お

い
て

、そ
の

区
域

の
自

然
的

社
会

的
条

件
に

応
じた

再
エ

ネ
利

用
促

進
等

の
施

策
に

関
す

る
事

項
に

加
え

て
、施
策
の
実
施
に
関
す
る
目
標
を
定
め
る

こと
とす

る
（

第
21

条
第

3項
）

。
(2
)
上
記
以
外
の
市
町
村
も

、(
1)
の
施
策
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
目
標
を
定
め
る
よ
う努
め
る

こと
とす

る
（

第
21

条
第

４
項

）
。

（
施

策
の

カテ
ゴ

リ：
①

再
エネ

の
利

用
促

進
、②

事
業

者
・住

民
の

削
減

活
動

促
進

、③
地

域
環

境
の

整
備

、④
循

環
型

社
会

の
形

成
）

(3
)
す
べ
て
の
市
町
村

は
、上

記
の

事
項

を
定

め
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、協
議

会
も

活
用

しつ
つ

、地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業

（
※

１
）
の
促
進

に
関
す
る
事
項

とし
て

、促
進
区
域

(※
２

)、
地
域
の
環
境
の
保
全

の
た

め
の

取
組

、地
域
の
経
済
及
び
社
会
の
持
続
的
発
展

に
資

す
る

取
組

等
を
定
め
る
よ
う努
め
る

こと
とす

る
（

第
21

条
第

５
項

）
。

※
１

再
エ

ネ
を

利
用

した
地

域
の

脱
炭

素
化

の
た

め
の

施
設

（
地

域
脱

炭
素

化
促

進
施

設
）

とし
て

省
令

で
定

め
る

も
の

の
整

備
及

び
その

他
の

地
域

の
脱

炭
素

化
の

た
め

の
取

組
を

一
体

的
に

行
う事

業
で

あ
って

、地
域

の
環

境
保

全
及

び
地

域
の

経
済

社
会

の
持

続
的

発
展

に
資

す
る

取
組

を
併

せ
て

行
うも

の
(第

２
条

第
６

項
)。

※
２

環
境

保
全

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

それ
が

な
い

も
の

とし
て

環
境

省
令

で
定

め
る

区
域

の
設

定
に

関
す

る
基

準
に

従
い

、か
つ

、都
道

府
県

が
定

め
た

場
合

に
あ

って
は

都
道

府
県

の
促

進
区

域
の

設
定

に
関

す
る

環
境

配
慮

基
準

に
基

づ
き

定
め

る
こと

とな
る

。（
第

21
条

第
６

、７
項

）
※

３
自

然
公

園
法

に
基

づ
く国

立
・国

定
公

園
内

に
お

け
る

開
発

行
為

の
許

可
等

、温
泉

法
に

基
づ

く土
地

の
掘

削
等

の
許

可
、廃

棄
物

処
理

法
に

基
づ

く熱
回

収
施

設
の

認
定

や
処

分
場

跡
地

の
形

質
変

更
届

出
、農

地
法

に
基

づ
く農

地
の

転
用

の
許

可
、森

林
法

に
基

づ
く民

有
林

等
に

お
け

る
開

発
行

為
の

許
可

、河
川

法
に

基
づ

く水
利

使
用

の
た

め
に

取
水

した
流

水
等

を利
用

す
る

発
電

（
従

属
発

電
）

の
登

録
。

3．
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
の
認
定

(1
)
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
を
行
お
うと
す
る
者

は
、事

業
計

画
を

作
成

し、
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
に
適
合
す
る
こと

等
に

つ
い

て
市

町
村
の
認
定
を
受
け
る

こと
が

で
き

る
（

第
22

条
の

２
）

。
(2
)

(1
)の

認
定

を
受

け
た

認
定

事
業

者
が

認
定

事
業

計
画

に
従

って
行

う地
域

脱
炭

素
化

促
進

施
設

の
整

備
に

関
して

は
、関
係
許
可
等

手
続
の
ワ
ン
ス
トッ
プ
化

（
※

３
）

や
、環
境
影
響
評
価
法

に
基

づ
く事

業
計

画
の

立
案

段
階

に
お

け
る

配
慮

書
手

続
の

省
略

とい
った
特
例

を
受

け
る

こと
が

で
き

る
（

第
22

条
の

５
～

第
22

条
の

11
）

。
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3

改
正
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
の
概
要
地
域
の
脱
炭
素
化
に
つ
い
て
（
２
）

省
令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
の
ル
ー
ル
整
備
、
＋
都
道
府
県
・
市
町
村
へ
の
資
料
提
出
・
説
明
の
要
求

市
町
村
全
体
で
の
再
エ
ネ
利
用
促
進
等
の
施
策
の
実
施
目
標

地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
の
促
進
区
域
及
び
地
域
ご
と
の
配
慮
事
項
（
環
境
配
慮
、
地
域
貢
献
）

都
道
府
県
全
体
で
の
再
エ
ネ
利
用
促
進
等
の
施
策
の
実
施
目
標

市
町
村
が
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
の
促
進
区
域
を
設
定
す
る
際
の
環
境
配
慮
の
基
準

政
府
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
策
定

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
方
向
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
等
に
関
す
る
目
標
、
施
策
の
実
施
目
標
等

事
業
者
に
よ
る
事
業
計
画
の
申
請

○
都
道
府
県
＝
事
業
推
進
の
方
向
付
け 市
町
村
に
よ
る
事
業
計
画
の
認
定

認
定
事
業
に
対
す
る
規
制
制
度
の
特
例
措
置

・
自
然
公
園
法
・
温
泉
法
・
廃
棄
物
処
理
法
・
農
地
法
・
森
林
法
・
河
川
法
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

・
事
業
計
画
の
立
案
段
階
に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
法
の
手
続
（
配
慮
書
）
を
省
略

○
市
町
村
＝
円
滑
な
合
意
形
成
を
図
り
、
個
別
事
業
を
促
進

許
可

等
権

者
へ

の
協

議

地
域

協
議

会
で

の
協

議

合
意
形
成

プ
ロ
セ
ス

※
２ 住
民

や
関

係
自

治
体

へ
の

意
見

聴
取

都
道
府
県
・
市
町
村
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
の
策
定

援
助
※
１

（
計

画
策

定
の

促
進

）

※
１
国
及
び
都
道
府
県
は
、市
町
村
に
対
し、

地
方

公
共

団
体

実
行

計
画

の
策

定
及

び
その

円
滑

か
つ

確
実

な
実

施
に

関
し必
要
な
情
報
提
供
、助
言
その
他
の
援

助
を
行
うよ
う努
め
る

(第
22

条
の

12
)。

※
２

住
民

その
他

の
利

害
関

係
者

や
関

係
地

方
公

共
団

体
の
意
見
聴
取

（
第

21
条

第
10

項
及

び
第

11
項

）
や

、協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
とき
は
当
該
協
議

会
に
お
け
る
協
議

が
必

要
（

第
21

条
第

12
項

）
。協

議
会

は
、関

係
す

る
行

政
機

関
、地

方
公

共
団

体
、地

域
脱

炭
素

化
促

進
事

業
を行

お
うと

す
る

者
等

の
事

業
者

、住
民

等
に

より
構

成
。
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「第四次宮崎県環境基本計画」の一部改定に係る骨子（案）

・温室効果ガス削減目標の見直し
・部門別の温室効果ガス削減目標の追加
・再生可能エネルギー導入目標の追加

・目標値の見直しに伴う
施策内容の見直し

・目標値の見直しに伴う
プロジェクト内容の見直し
・2050年に向けた取組内容の追加

資料２－４
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